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平成16年度 台東区「安心・安全まちづくり」標語コンクール受賞作品� 犯罪を 許さぬ環境 地域の目　　　福本　喜芳（川崎市）�

犯罪を なくそうへらそう 台東区　永楽　晶子（上野中）�

一 般 の 部　優秀賞�

小・中学生の部　優秀賞�

台東区東上野4丁目2番4号�
電話：3847－0110

台東区下谷3丁目15番9号�
電話：3872－0110

1. 上野警察署管内の刑法犯の認知状況について�
　警視庁では、3年間で10年前の平成4年の治安水準に戻そうと、平成15年から管内の町会、各協力団体、防犯ボランティアと一体となって街頭・侵入犯罪
抑止総合対策を推進してまいりました。その結果、上野署管内の刑法犯の認知件数は、3027件（平成16年比－566件、平成4年比－249件）、侵入窃盗は
74件（平成16年比－33件、平成4年比－98件）、置引きは358件（平成16年比－161件、平成4年比－159件）と減少しました。また、検挙人員は970
人（平成16年比＋69人、平成4年比＋288人）となりました。�
　各種犯罪の減少は、地域安全活動にご尽力を賜りました皆様のお陰と深く感謝いたしております。�
�

2. 犯罪抑止に向けての活動について�
○街頭防犯カメラの設置�
　・上野二丁目と湯島三丁目にまたがる地区に、警視庁管内4箇所目となる警視庁の街頭防犯カメラが設置され、2月
　　15日から運用を始めました。�
　・また、上野二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目地区には、商店街、町会の熱意で多数設置されています。�
○商店会等による防犯パトロールの実施�
　　上野地区の商店会では、平成16年に防犯パトロール隊を結成し、警察、行政と協力して夜間の盛り場地区のパト
　　ロールを実施し、悪質な客引き、道路不正使用、違法駐車の抑止に努めています。�
　・「ジュエリータウンおかちまち」でも、毎週、ひったくり、スリ、置引き、車上ねらいの防止パトロールを実施し、
　 「安全・安心まちづくり」に取り組んでいます。�
�

3. コピー商品の取締りについて�
上野アメ横地区の路上で、有名ブランド品のコピー商品を販売する者がいるため継続して取締りを実施しています。�
�

4. 防犯対策について�
○警視庁は、侵入窃盗、ひったくり、強盗、性犯罪、振り込め詐欺、車上ねらいを指定重点犯罪と位置付け、抑止と検挙対策を強力に推進いたします。さらに
　上野署では乗り物盗（自動車盗、オートバイ盗、自転車盗）、すり、置引き、仮睡者ねらいについても重点的な抑止・検挙対策を推進します。�
○防犯の基本は、ワンドアー・ツーロック、ガードプレートの設置、ピッキングやサムターン回しに強い錠前の設置です。またガラス破り対策として、防犯フ
　ィルムを貼ったり、面格子を付けたりすることも効果があります。�
　　泥棒が嫌がるのは、時間がかかること、明るいこと、音がすること、人の目（近所の目）が光っていることです。街ぐるみ、町会ぐるみで協力し合って、     
　「犯罪を起こしにくい環境づくり」に努めましょう。�
○昨年12月から宅配便（バイク便を含む）を利用して現金を配送させる振り込め詐欺（オレオレ詐欺）が増加の傾向を示しています。犯人は、家族になりす
　まして電話でだました被害者に、現金を宅配便に渡すように指示しています。�
　　このような内容の電話を受けたときは、あわてず、折り返し本人に確認してください。�
　また、110番通報をお願いいたします。�
�

5. 地域の皆様へのお願いについて�
○防犯座談会、防犯診断、各種防犯訓練を実施しています。遠慮なく上野警察署生活安全課防犯係までご連絡ください。�
○パソコン、携帯電話を利用されている方でメールアドレスをお持ちの方に、各種犯罪情報を無料で提供しています。希望される方は、上野警察署生活安全課
　防犯係までご連絡ください。（連絡先　3847－0110　内線 2612 又は 2613）�

1. 下谷警察署管内の平成17年中の犯罪発生状況�
　平成17年中の刑法犯認知状況は、1,043件（前年比－242件）であり、街の皆様と警察が一体となった犯罪抑止の
効果が表れています。�
　※本年3月16日に金杉区民会館下谷分館において、日頃の防犯活動に役立ててもらうことを目的に「下谷警察署管内
　　犯罪情勢報告会」を開催し、地域の皆様に管内の犯罪情勢等を報告したのをはじめ、犯罪抑止に貢献のあった上根
　　岸町会はじめ、9町会に対し、下谷警察署長・下谷防犯協会会長連名の感謝状を贈呈しました。�
�

2. 犯罪の傾向と防犯対策等の犯罪抑止に向けた取組み�
①平成17年中の犯罪の傾向�
　　地域の皆様が身近に不安を感じる犯罪でみると侵入窃盗（空き巣・忍込み等）は、60件の発生で、前年比－81件
　と大幅に減少したほか、非侵入窃盗も642件の発生で、前年比－146件と大幅に減少しています。なお、自転車窃盗が344件の発生で、前年比＋4件、ひ
　ったくりが18件の発生で、前年比＋2件とそれぞれ微増しています。�
②防犯対策等の犯罪抑止に向けた取組み�
　　特に、空き巣及びひったくりについては、検挙及び防犯のため、特別班を編制しての検挙対策と防犯対策の推進による抑止対策に取り組んでいます。�
　・奥の細道（路地裏）うぐいす（防犯広報アナウンス）作戦�
　　車が入れない路地裏では、自転車で拡声器による広報活動を実施中です。�
　・防犯ニュースによる情報発信�
　　被害が発生した場合、その町会、近隣町会等に対し、当署で作成した「下谷防犯ニュース」による情報発信を行っています。�
　・メールアドレスを活用し、迅速な情報発信を行っています。�
　・子どもの被害防止対策�
　　児童の登下校時時間帯に合わせ、学校周辺及び通学路などにおける警戒を実施しています。また、幼稚園・保育園・小学校等で不審者侵入訓練等を実施しています。�
�

3. 町会による防犯パトロールの紹介�
①桜木町会�
　　平成15年、町会内の空き巣等の被害が増加傾向にあったことや、近所付き合いが希薄となっていくことに危機感を募らせ、当時、積極的に防犯活動を推
　進中の他の団体から話を聞き「街を犯罪から守ろう。」と防犯パトロール隊を結成。以後一月に3回、午後9時から午後10時までの間、自主的な防犯パトロ
　ールを実施してきました。当初、町会員の関心が薄かったものの、現在は、パトロール中に「ご苦労様です。」と声をかけられるようになり、防犯意識の高
　揚に役立っています。さらに、子どもが参加しての防犯パトロールを年に3回実施しており、拍子木をたたき、大きな声を出して、パトロールをしています。
　次代を担う子どもの参加も増え、今後、ますますの活躍が期待されます。�
②松が谷三丁目町会�
　　昨年11月、生活・安全リーダー講習会で防犯パトロールの話を聞き、12月に特別防犯パトロール隊を結成し、活動を開始。現在は月に2回、午後9時か
　ら11時までの間、安全で住みやすい街を目指して、パトロールを実施しています。�
�

4. 地域の皆さんへ�
①不審な人や車を見かけたとか、これは何かの事件に関係あるのではないかと思った時などは、迷わず110番通報をお願いします。�
②車の窓ガラスを割り、車内から金品を盗む車上ねらいの被害が多発傾向にあります。現金・貴重品は車内に置かないでください。�
③振り込め詐欺に注意してください。「痴漢をした…。」「人にぶつかり○○を壊した…。」等と、不審な電話がきた場合には、お金を振り込む前に必ず確認
　をしましょう。（110番通報）�
④路地裏の家の窓等のガラスを割って、侵入する空き巣被害が発生しています。玄関、窓等には補助錠を付けることも効果的です。鍵のかけ忘れによる被害も
　発生していますので、ちょっとの留守でも必ず鍵をかけましょう。�


